
一
議
題

１
あ
る
条
中
の
字
句
を
改
め
、
当
該
条
を
条
移
動
す
る
改
正
規
定
（
Ａ
条
中
「
○
○
」
を
「
△
△
」
に
改
め
、
同
条
を
第

Ｂ
条
と
す
る
。
）
を
施
行
期
日
等
で
引
用
す
る
場
合
の
特
定
に
つ
い
て
は
、
主
に
次
の
三
例
が
見
受
け
ら
れ
る
。

〔
令
和
元
年
度
法
令
整
備
会
議
第
二
回
議
題
第
三
号
関
係
資
料
〕

(1)第
一
条（

略
）

あ
る
条
中
の
字
句
を
改
め
、
当
該
条
を
条
移
動
す
る
改
正
規
定
を
施
行
期
日
等
で
引
用
す
る
場
合
の
特
定
に
つ
い
て

（
Ａ
条
中
「
○
○
」
を
「
△
△
」
に
改
め
、
同
条
を
第
Ｂ
条
と
す
る
。
）

（
担
当
駒
井
参
事
官
）

す
る
。

【
最
近
の
例
】

（
土
地
改
良
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

条
土
地
改
良
法
施
行
令
（
昭
和
一

（
昭
和
二

第
三
条
の
二
中
「
法
第
九
十
五
条
第
三
項
及
び
法
」
を
「
第
九
十
五
条
第
三
項
及
び
」
に
改
め
、
同
条
を
第
四
条
と

「
Ａ
条
の
改
正
規
定
」
で
字
句
改
正
も
条
移
動
も
含
ま
れ
る
と
い
う
整
理

土
地
改
良
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
に
関
す
る
政
令
（
平
三
○
政
二
九
四
）

十
四
年
政
令
第
二
百
九
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
令
和
元
・
九
・
一
二
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(2)
第
百
三
十
四
条
中
「
含
む
」
の
下
に
「
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
」
を
加
え
、
「
又
は
」
を
「
若
し
く
は
」
に
改

め
、
「
受
け
た
者
」
の
下
に
「
又
は
第
百
二
十
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
閲
覧
を
し
、
若
し
く
は
同
条
の
規
定
に
よ

る
証
明
書
の
交
付
を
受
け
た
者
」
を
加
え
、
同
条
を
第
百
三
十
六
条
と
す
る
。

（
施
行
期
日
）

１
こ
の
政
令
は
平
成
三
十
三

ら
第
三
条
ま
で
の
改
正
規
定
、 一
年

条
第
三
項
及
び
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
、
～
（
略
）
～
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
※
附
則
第
一
項
全
体
版
に
つ
い
て
は
（
参
考
一
の
１
）
（
二
三
ペ
ー
ジ
）
参
照
）

（
略
）

へ

略
…

（
略
）

【
最
近
の
例
】

「
Ａ
条
を
改
め
、
同
条
を
Ｂ
条
と
す
る
改
正
規
定
」
と
一
塊
の
規
定
と
す
る
整
理

附附
戸
籍
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
元
法
一
七
）

則則

四
月
一

同
令
第
三
条
の
二
の
改
正
規
定
（
「
法
第
九
十
五
条
第
三
項
及
び
法
」
を
「
第
九
十
五

日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
中
土
地
改
良
法
施
行
令
第
一
条
の
九
か
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(3) 第
一
条
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
卸
売
市
場
法
及
び
食
品
流
通
構
造
改
善
促
進
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
及
び
経

過
措
置
に
関
す
る
政
令
（
平
成
三
十
年
政
令
第
二
百
九
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

1

一
～
四
（
略
）

五
～
（
略
）
〃

＄

【
最
近
の
例
】

（
施
行
期
日
）

部
分
に
限
る
。
）

第
一
条
の
う
ち
、
卸
売
市
場
法
施
行
令
第
一
条
の
改
正
規
定
中
～
（
略
）
～
及
び
同
令
第
八
条
を
同
令
第
二
条
と
す

で
定
め
る
日

「
Ａ
条
の
改
正
規
定
」
及
び
「
Ａ
条
を
Ｂ
条
と
す
る
改
正
規
定
」
と
そ
れ
ぞ
れ
を
別
に
扱
う
整
理

へ

略附
…

卸
売
市
場
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
令
元
政
五
五
）

（
※
附
則
第
一
条
第
五
号
全
体
版
は
（
参
考
一
の
２
（
二
四
ペ
ー
ジ
）
参
照
）

則

、

第
百
三
十
四
条
を
改
め
、
同
条
を
第
百
三
十
六
条
と
す
る
改
正
規
定
（
第
百
三
十
四
条
を
改
め
る

及
び
～
（
略
）
～
の
規
定
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令

P
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第
一
条
糊

（
略
）

る
改
正
規
定
中
「
第
二
条
」
を
「
第
三
条
」
に
改
め
る
。

び
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
（
平
三
（

（
卸
売
市
場
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

一
条
卸
売
市
場
法
施
行
令
（
昭
和
【

（
昭
和
四

第
八
条
第
一
項
中
「
第
四
十
八
条
第
一
項
」
を
「
第
十
二
条
第
二
項
」
に
、
「
で
同
一
」
を
「
（
同
一
」
に
、

（
」
を
「
も
の
で
あ
っ
て
、
」
に
、
「
加
入
す
る
」
を
「
加
入
し
な
い
」
に
改
め
、
「
以
外
の
も
の
」
を
削
り
、

だ
し
書
中
「
又
は
中
央
卸
売
市
場
に
お
け
る
卸
売
の
業
務
」
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
第
四
十
八
条
第
一
項
」

十
二
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
条
と
す
る
。

（
参
考
）卸
売
市
場
法
及
び
食
品
流
通
構
造
改
善
促
進
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
及

）
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
（
平
三
○
政
二
九
三
）

（
略
）

十
六
年
政
令
第
二
百
二
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「
も
の

同
項
た

を
「
第
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２
上
記
一
の
三
例
を
踏
ま
え
、
以
下
の
場
合
に
お
け
る
適
当
な
規
定
ぶ
り
に
つ
い
て
検
証
し
た
い
。

伽
Ａ
条
中
の
字
句
改
正
と
Ａ
条
の
条
移
動
が
と
も
に
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
字
句
改
正
部
分
の
み
指
す
場
合
（
例
え
ば
、

附
則
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
定
に
お
い
て
、
Ａ
条
の
字
句
改
正
は
１
年
以
内
施
行
と
し
、
条
移
動
に
つ
い
て
は
２
年

以
内
施
行
と
す
る
な
ど
施
行
期
日
が
分
か
れ
る
場
合
）
に
は
、
次
の
い
ず
れ
か
の
規
定
を
用
い
る
こ
と
が
適
当
と
考
え

（
例
の
二
）
「
Ａ
条
の
改
正
規
定
（
Ａ
条
を
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
」
（
具
体
的
な
例
：
一
の
１
、
参
考
２
（
九
ペ
ー
ジ
）
）

（
例
の
一
）
「
Ａ
条
の
改
正
規
定
」
（
具
体
的
な
例
・
・
参
考
１
）

（
例
の
四
）
「
Ａ
条
を
改
め
、
同
条
を
Ｂ
条
と
す
る
改
正
規
定
（
Ａ
条
を
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
」

（
例
の
三
）
「
Ａ
条
の
改
正
規
定
（
同
条
を
Ｂ
条
と
す
る
部
分
を
除
く
。
）
」
（
具
体
的
な
例
：
参
考
３
（
一
○
ペ
ー
ジ
）
）

ら
れ
る
か
。

（
具
体
的
な
例
：
一
の
２
）
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(2)③
Ａ
条
中
の
字
句
改
正
と
Ａ
条
の
条
移
動
が
と
も
に
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
字
句
改
正
、
条
移
動
の
双
方
と
も
指
す
場

合
に
は
、
次
の
い
ず
れ
か
の
規
定
を
用
い
る
こ
と
が
適
当
と
考
え
ら
れ
る
か
。

（
例
の
二
）
「
Ａ
条
の
改
正
規
定
（
同
条
を
Ｂ
条
と
す
る
部
分
に
限
る
。
）
」
（
類
例
：
参
考
３
（
一
○
ペ
ー
ジ
）
）

（
例
の
一
）
「
Ａ
条
の
改
正
規
定
（
Ａ
条
を
改
め
る
部
分
を
除
く
。
）
」
（
類
例
：
一
の
１
）

（
例
の
一
）
「
Ａ
条
の
改
正
規
定
」

（
例
の
三
）
「
Ａ
条
を
Ｂ
条
と
す
る
改
正
規
定
」
（
具
体
的
な
例
：
一
の
３
、
参
考
４
（
一
五
ペ
ー
ジ
）
）

（
例
の
三
）
「
Ａ
条
を
改
め
、
同
条
を
Ｂ
条
と
す
る
改
正
規
定
」
（
具
体
的
な
例
・
・
参
考
５
（
一
九
ペ
ー
ジ
）
）

（
例
の
二
）
「
Ａ
条
の
改
正
規
定
及
び
同
条
を
Ｂ
条
と
す
る
改
正
規
定
」
（
具
体
的
な
例
：
参
考
４
（
一
五
ペ
ー
ジ
）
）

（
例
の
四
）
「
Ａ
条
を
改
め
、
同
条
を
Ｂ
条
と
す
る
改
正
規
定
（
Ａ
条
を
改
め
る
部
分
を
除
く
。
）
」
（
類
例
：
一
の
２
）

れ
か
の
規
定
を
用
い
る
こ
と
が
適
当
と
考
え
ら
れ
る
か
。

Ａ
条
中
の
字
句
改
正
と
Ａ
条
の
条
移
動
が
と
も
に
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
条
移
動
の
み
指
す
場
合
に
は
、
次
の
い
ず
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ｌ
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
三
項
を
加
え
る

第
十
五
条
の
二
第
二
項
中
「
法
第
十
三
条
の
二
第
一
項
」
の
下
に
「
又
は
第
三
項
」
を
、
「
同
条
第
三
項
中
」
の
下
に
「
「
同

条
第
十
三
項
又
は
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
」
と
あ
る
の
は
「
東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
等
に
係
る
国
税
関
係
法
律
の
臨

時
特
例
に
関
す
る
法
律
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
震
災
特
例
法
」
と
い
う
。
）
第
十
三
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
法
第

四
十
一
条
」
と
、
」
を
加
え
、
「
「
年
月
日
」
」
を
「
同
項
第
五
号
中
「
法
第
四
十
一
条
第
十
項
」
」
に
、
「
年
月
日
並
び
に
そ
の

者
が
東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
等
に
係
る
国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
」
を
「
震
災
特
例
法
」
に
、
「
に
規
定

す
る
個
人
で
あ
る
こ
と
」
を
「
」
と
、
「
同
条
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
四
十
一
条
」
と
、
同
項
第
六
号
中
「
法
第
四
十
一
条
第

十
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
震
災
特
例
法
第
十
三
条
の
二
第
三
項
」
と
、
「
同
条
の
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
四
十
一
条
の
」
と
、

「
同
条
第
十
五
項
」
と
あ
る
の
は
「
震
災
特
例
法
第
十
三
条
の
二
第
四
項
」
と
、
「
控
除
限
度
額
」
と
あ
る
の
は
「
再
建
特
別

特
定
控
除
限
度
額
」
に
、
「
同
条
第
二
十
六
項
」
を
「
同
条
第
三
十
一
項
」
に
、
「
第
十
五
条
の
二
第
一
項
」
を
「
第
十
五
条

二
参
考
》

（
参
考
１
）

○
「
Ａ
条
（

「
Ａ
条
の

参
考
資

の
二
第
四
項
第
一
号
」
に
、
「
第
四
十
一
条
第
二
十
六
項
」
を
「
第
四
十
一
条
第
三
十
一
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項

へ

略
一

改
正
規
定
」

料

東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
等
に
係
る
国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

と
し
て
、
Ａ
条
中
の
字
句
改
正
の
み
を
指
し
て
い
る
例

（
平
三
一
政
一
○
六
）
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（
施
行
期
日
）

第
一
条
こ
の
政
令
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
五
条
第
二
項
の
改
正
規
定
（
「
同
条
第

二
十
六
項
」
を
「
同
条
第
三
十
一
項
」
に
、
「
第
四
十
一
条
第
二
十
六
項
」
を
「
第
四
十
一
条
第
三
十
一
項
」
に
改
め
る
部

分
を
除
く
。
）
、
同
条
第
四
項
の
改
正
規
定
（
「
第
四
十
一
条
第
二
十
六
項
」
を
「
第
四
十
一
条
第
三
十
一
項
」
に
改
め
る
部

（
注
）
の
壱
雪
法
令
君
吾
の
改
正
履
歴
を
確
認
す
る
と
、
第
十
五
条
の
二
第
二
項
を
同
条
第
五
項
と
す
る
改
正
規
定
に
つ
い
て
は
、

第
一
条
本
文
に
基
づ
き
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
施
行
と
さ
れ
て
お
り
、
「
第
十
五
条
の
二
第
二
項
の
改
正
規
定
」
に
は
、
項

移
動
は
含
ま
れ
て
い
な
い
と
い
う
整
理
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

条
第
三
項
中
」
の
下
に
「
「
同
条
第
十
三
項
又
は
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
」
と
あ
る
の
は
「
東
日
本
大
震
災
の
被
災

条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
四
十
一
条
」
と
、
」
を
加
え
る
部
分
及
び
「
同
条
第
二
十
六
項
」
を
「
同
条
第
三
十
一

者
等
に
係
る
国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
震
災
特
例
法
」
と
い
う
。
）
第
十
三

分
を
除
く
。
）
及
び
第
十
五
条
の
二
第
二
項
の
改
正
規
定
（
「
法
第
十
三
条
の
二
第
一
項
」
の
下
に
「
又
は
第
三
項
」
を
、
「
同

四
十
一
条
第
三
十
一
項
」
に
改
め
る
部
分
を
除
く
。
）

規
定
は
、
平
成
三
十
二
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
略
）

項
」
に
、
「
第
十
五
条
の
二
第
一
項
」
を
「
第
十
五
条
の
二
第
四
項
第
一
号
」
に
、
「
第
四
十
一
条
第
二
十
六
項
」
を
「
第

四
十
一
条
第
三
十
一
項
」
に
改
め
る
部
分
を
除
く
。
）
並
び
に
附
則
第
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
四
条
第
一
項
の

へ

略
一

附

則
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げ
、 （

参
考
２
）

○
「
Ａ
条
（

「
Ａ
条
の

号
を
加
え
る
。

‐四％
以
下
を
含
有
す
る
も
の
を
除
く
。
」
を
加
え
、
同
号
を
同
項
第
五
十
号
の
四
と
し
、
同
項
第
五
十
号
の
二
の
次
に
次
の
一

１
こ
の
政
令
は
、
令
和
元
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
第
一
項
第
三
十
二
号
の
改
正
規
定
、
同
項
第
五

第
二
条
第
一
項
中
第
五
十
号
の
七
を
第
五
十
号
の
八
と
し
、
第
五
十
号
の
四
か
ら
第
五
十
条
の
六
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下

ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
１
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ

四
％
以
下
を
含
有
す
る
も
の
を
除
く
。
」
を
加
え
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
同
項
第
六
十
八
号
の
三
の
改
正
規
定
は
、
公
布

の
日
か
ら
施
行
す
る
。

改
正
規
定
（
Ａ
条
を
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
」
と
し
て
、
Ａ
条
中
の
字
句
改
正
の
み
を
指
し
て
い
る
例

へ

略
一

へ

略
一

（
施
行
期
日
）

則
匿
第
五
十
日

毒
物
及
び
劇
物
指
定
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
令
元
政
三
一
）

附，
’
一
一
〃 則

α
二
一
牛
‐
一
蘂

×
目
呵
一
河
〃

×
仁
一
門
〃
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（
参
考
３
‐
１
）

○
「
Ａ
条
の
改
一

「
Ａ
条
の
改
正

第
一
条

（
略
）

附
則

（
施
行
期
日
）

第
一
条
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
（
以
下
「
施
行
日
」

第
百
二
十
八
条
の
見
出
し
を
「
（
加
入
者
等
に
よ
る
振
替
口
座
簿
に
記
載
さ
れ
、
又
は
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
に
つ
い
て

の
請
求
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
又
は
」
を
「
若
し
く
は
」
に
改
め
、
「
交
付
」
の
下
に
「
又
は
当
該
事
項
に
係
る
情
報
を

電
磁
的
方
法
で
あ
っ
て
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
に
よ
り
提
供
す
る
こ
と
」
を
、
「
つ
い
て
も
」
の
下
に
「
、
正
当
な
理
由

が
あ
る
と
き
は
」
を
加
え
、
第
七
章
中
同
条
を
第
二
百
九
十
九
条
と
す
る
。

（
略
）

と
い
う
。
）
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
中
社
債
等
の
振
替
に
関
す
る
法
律
第
四
十
八
条
の
表
第
三
十
三
条
の
項
を

規
定
（
同
条
を
Ｂ
条
と
す
る
部
分
を
除
く
。
）
」
と
し
て
、
Ａ
条
中
の
字
句
改
正
の
み
を
指
し
て
い
る
例

（
社
債
等
の
振
替
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

条
社
債
等
の
振
替
に
関
す
る
法
律
（
平
成
‐

（
平
成
十

株
式
等
の
取
引
に
係
る
決
済
の
合
理
化
を
図
る
た
め
の
社
債
等
の
振
替
に
閨
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

三
年
法
律
第
七
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
平
一
六
法
八
八
）

- 10-



条
と
す
る
部
分
を
除
く
。
）
、
同
法
第
六
章
の
次
に
七
章
を
加
え
る
改
正
規
定
（
第
百
五
十
八
条
第
二
項
（
第
二
号
か
ら
第

四
号
ま
で
を
除
く
。
）
、
第
三
項
及
び
第
四
項
、
第
二
百
五
十
二
条
第
一
項
（
同
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
百
五
十
八
条
第

二
項
（
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
を
除
く
。
）
、
第
三
項
及
び
第
四
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
二
百
五
十
三
条
、
第
二

百
六
十
一
条
第
一
項
（
同
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
百
五
十
八
条
第
二
項
（
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
を
除
く
。
）
、
第
三

項
及
び
第
四
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
二
百
六
十
二
条
、
第
二
百
六
十
八
条
第
一
項
（
同
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第

百
五
十
八
条
第
二
項
（
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
を
除
く
。
）
、
第
三
項
及
び
第
四
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
並
び
に
第
二

百
六
十
九
条
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
並
び
に
同
法
附
則
第
十
九
条
の
表
の
改
正
規
定
（
「
第
百
十
一
条
第
一
項
」
を
「
第

百
十
一
条
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
、
同
法
附
則
第
三
十
三
条
の
改
正
規
定
（
「
同
法
第
二
条
第
二
項
」
を
「
投
資
信
託

及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
二
項
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
二
条
の
規
定
、
第
三
条
の
規
定
（
投
資

信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
第
九
条
第
三
項
の
改
正
規
定
を
除
く
。
）
、
第
四
条
か
ら
第
七
条
ま
で
の
規
定
、
附
則

第
三
条
か
ら
第
二
十
九
条
ま
で
、
第
三
十
四
条
（
第
一
項
を
除
く
。
）
、
第
三
十
六
条
か
ら
第
四
十
三
条
ま
で
、
第
四
十
七

条
、
第
五
十
条
及
び
第
五
十
一
条
の
規
定
、
附
則
第
五
十
九
条
中
協
同
組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
一
一
十

四
年
法
律
第
百
八
十
三
号
）
第
四
条
の
四
第
一
項
第
三
号
の
改
正
規
定
、
附
則
第
七
十
条
、
第
八
十
五
条
、
第
八
十
六
条
、

第
九
十
五
条
及
び
第
百
九
条
の
規
定
、
附
則
第
百
十
二
条
中
金
融
機
関
等
の
更
生
手
続
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
八

年
法
律
第
九
十
五
号
）
第
百
二
十
六
条
の
改
正
規
定
、
附
則
第
百
二
十
条
か
ら
第
百
二
十
二
条
ま
で
の
規
定
、
附
則
第
百
二

十
三
条
中
産
業
活
力
再
生
特
別
措
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
第
十
二
条
の
八
第
三
項
及
び
第
十
二
条
の
十

削
る
改
正
規
定
、
同
表
第
八
十
九
条
第
二
項
の
項
の
次
に
第
九
十
冬

第
百
十
八
条
、
第
百
二
十
一
条
及
び
第
百
二
十
三
条
の
改
正
規
定
、

同
表
第
八
十
九
条
第
二
項
の
項
の
次
に
第
九
十
条
第
一
項
の
項
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
法
第
百
十
五
条
、

第
百
二
十
八
条
の
改
正
規
定
（
同
条
を
第
二
百
九
十
九

- 11 -



一
第
七
項
の
改
正
規
定
、
附
則
第
百
二
十
五
条
の
規
定
並
び
に
附
則
第
百
二
十
九
条
中
会
社
更
生
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第

百
五
十
四
号
）
第
二
百
五
条
第
四
項
及
び
第
二
百
十
四
条
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範

囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
（
以
下
「
一
部
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
施
行
す
る
。

I
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（
参
考
３
‐
２
）

第
一
条
消
費
税
法
施
行
令
（
昭
和
六
十
三
年
政
令
第
三
百
六
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

へ

略
…

第
五
項
中
「
一
般
物
品
と
消
耗
品
と
が
一
の
資
産
を
構
成
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る
第
一
項
第
二
号
及
び
第
二
項
の
規
定

第
十
八
条
第
一
項
第
二
号
中
「
第
十
八
条
の
四
」
を
「
第
十
八
条
の
五
」
に
改
め
、
「
次
項
第
一
号
ハ
及
び
」
を
削
り
、

同
条
第
二
項
第
一
号
中
「
こ
の
項
及
び
第
八
項
」
を
「
こ
の
条
及
び
第
十
八
条
の
四
第
一
項
」
に
改
め
、
同
号
イ
中
「
第

六
項
」
を
「
第
五
項
」
に
、
「
提
示
し
、
か
つ
、
こ
れ
に
購
入
の
事
実
を
記
載
し
た
書
類
の
貼
付
け
を
受
け
る
と
と
も
に
、

当
該
旅
券
等
と
当
該
書
類
と
の
間
に
割
印
を
受
け
る
」
を
「
提
示
す
る
」
に
改
め
、
同
号
口
中
「
当
該
一
般
物
品
を
そ
の

購
入
後
に
お
い
て
輸
出
す
る
旨
を
誓
約
す
る
書
類
」
を
「
そ
の
所
持
す
る
旅
券
等
に
記
載
さ
れ
た
情
報
」
に
、
「
提
出
す

る
」
を
「
提
供
す
る
」
に
改
め
、
同
号
ハ
を
削
り
、
同
項
第
二
号
中
「
に
掲
げ
る
要
件
及
び
次
」
を
「
及
び
ロ
」
に
、
「
満

た
し
て
」
を
「
満
た
し
、
か
つ
、
国
土
交
通
大
臣
及
び
経
済
産
業
大
臣
が
財
務
大
臣
と
協
議
し
て
指
定
す
る
方
法
に
よ
っ

て
包
装
さ
れ
た
」
に
改
め
、
同
号
イ
及
び
口
を
削
り
、
同
項
第
三
号
イ
中
「
そ
の
所
持
す
る
旅
券
等
を
当
該
市
中
輸
出
物

品
販
売
場
を
経
営
す
る
事
業
者
に
提
示
す
る
」
を
「
第
一
号
イ
及
び
口
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
を
満
た
す
」
に
改
め
、
同

項
第
五
号
中
「
第
二
号
ロ
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
し
て
」
を
「
第
二
号
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
及
び
経
済
産
業
大
臣

が
財
務
大
臣
と
協
議
し
て
指
定
す
る
方
法
に
よ
っ
て
包
装
さ
れ
た
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
及
び
第
四
項
を
削
り
、
同
条

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
資
産
を
消
耗
品
と
し
て
こ
れ
ら
」
を
「
輸
出
物
品
販
売
場
を
経
営
す
る
事
業
者
が
次
に
掲
げ

消
費
税
法
施
行
令
等
の
一
部
一

（
消
費
税
法
施
行
令
の
一
部
改
正
） 部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
三
○
政
一
三
五
）

－ 13－



（
施
行
期
日
）

第
一
条
こ
の
政
令
は
、
幸

め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。
平

第
十
八
条
第
五
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４
第
二
項
第
四
号
又
は
第
五
号
の
規
定
に
よ
る
書
類
の
提
出
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る
輸
出
す
る
旨
を
誓
約
す
る

電
磁
的
記
録
（
法
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
電
磁
的
記
録
を
い
う
。
第
六
項
及
び
第
十
四
項
に
お
い
て
同
じ
・
）
（
当

該
書
類
の
記
載
事
項
を
記
録
し
た
も
の
に
限
る
。
）
の
提
供
に
よ
っ
て
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
第
一
条
中
消
費
税
法
施
行
令
第
十
八
条
笙

則
第
三
条
の
規
定
平
成
三
十
年
七
月
一
日

条
中
消
費
税
法
施
行
令
第
十
八
条
第

三
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

へ

附略
一 一

一
般
物
品
と
消
耗
品
と
が
一
の
資
産
を
構
成
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
資
産

二
前
項
第
二
号
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
及
び
経
済
産
業
大
臣
が
財
務
大
臣
と
協
議
し
て
指
定
す
る
方
法
に
よ
り

包
装
し
た
一
般
物
品
（
前
号
に
掲
げ
る
資
産
を
除
く
。
）

則

五
項
の
改
正
規
定
（
同
項
を
同
条
第
三
項
と
す
る
部
分
を
除
く
。
）
及
び
附

成
三
十
年
四
月

個
疲
△
．
っ
」
当
召

一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定

三
立
生
↑
ど
性
に
陸
吐
Ｌ
、

踵
も
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○
「
Ａ
条
の
改
正
規
定
」
及
び
「
同
条
を
Ｂ
条
と
す
る
改
正
規
定
」
と
、
Ａ
条
中
の
字
句
改
正
と
Ａ
条
の
条
移
動
を
そ
れ
ぞ
れ

別
の
改
正
規
定
と
し
て
指
し
て
い
る
例

第
一
条
こ
（

た
だ
し
、
」

一
（
略
）

二
目
次
目
次

（
参
考
４
‐
１
）

第
六
十
六
条
中
「
前
三
条
」
を
「
第
六
十
三
条
か
ら
前
条
ま
で
」
に
改
め
、
同
条
を
第
六
十
七
条
と
す
る
。

（
略
）

（
略
）

（
施
行
期
日
）

条
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

↑
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

の
改
正
規
定
（
「
第
十
二
条
の
四
」
を
「
第
十
二
条
の
七
」
に
、
「
第
三
十
五
条
」
を
「
第
三
十
五
条
の
二
」
に

改
め
る
部
分
及
び
「
第
六
十
二
条
の
五
」
を
「
第
六
十
二
条
の
六
」
に
改
め
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
五
条
第
四
項
の
改

正
規
定
、
第
八
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
第
十
二
条
の
三
の
改
正
規
定
、
第
十
二
条
の
四
の
改
正
規
定
、
第

二
章
中
同
条
を
第
十
二
条
の
六
と
し
、
第
十
二
条
の
三
の
次
に
二
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
第
十
三
条
の
次
に
一
条
を
加

え
る
改
正
規
定
、
第
二
十
五
条
の
改
正
規
定
、
第
二
十
六
条
の
改
正
規
定
、
第
二
十
八
条
の
改
正
規
定
、
第
四
章
の
章
名

家
畜
伝
染
病
予
防
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
二
三
法
一
六
）

附

則
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六
十
四
条
の
改
正
規
定
、
第
六
十
六
条
の
改
正
規
定
、
同
条
を
第
六
十
七
条
と
す
る
改
正
規
定
、
第
六
十
五
条
の
改
正
規

定
（
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
六
十
五
条
を
第
六
十
六
条
と
し
、
第
六
十
四
条
の
次
に
一

条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
本
則
に
二
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
第
六
章
を
第
七
章
と
す
る
改
正
規
定
、
第
五
十
一
条
の
改

正
規
定
、
第
五
十
二
条
の
改
正
規
定
、
第
五
十
六
条
の
改
正
規
定
、
第
六
十
一
条
の
改
正
規
定
及
び
第
五
章
を
第
六
章
と

し
、
第
四
章
の
次
に
一
章
を
加
え
る
改
正
規
定
並
び
に
次
条
か
ら
附
則
第
四
条
ま
で
、
附
則
第
六
条
か
ら
第
八
条
ま
で
及

び
附
則
第
十
九
条
の
規
定
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日

の
改
正
規
定
、
同
章
中
第
四
十
六
条
の
次
に
三
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
第
六
十
三
条
に
一

号
を
加
え
る
改
正
規
定
、

加
え
る
改
正
規
定
、
第

第
六
十
五
条
の
改
正
規

第
六
十
四
条
の
次
に
一

定
、
第
五
十
一
条
の
改

- 16-



第
一
条

（
略
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
こ
の
法
律
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に

定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
参
考
４
‐
２
）

義
」
一

（
略
）

六
次
に
掲
げ
る
規
定
平
成
三
十
二
年
一
月
一
日

一
～
五
（
略
）

所
得
税
法
等
の
一
部
一

（
所
得
税
法
の
一
部
改
正
） 部
を

第
二
百
三
条
の
四
中
「
前
条
」
を
「
第
二
百
三
条
の
三
（
徴
収
税
額
）
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
公
的
年
金
等
の
定

」
を
「
雑
所
得
」
に
、
「
と
き
・
」
を
「
と
き
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
百
三
条
の
五
と
す
る
。

イ
第
一
条
中
所
得
税
法
の
目
次
の
改
正
規
定
、
同
法
第
八
十
三
条
の
二
第
二
項
の
改
正
規
定
、
同
法
第
八
十
五
条
第
二

項
の
改
正
規
定
、
同
法
第
百
二
十
一
条
第
三
項
の
改
正
規
定
、
同
法
第
百
七
十
六
条
第
三
項
の
改
正
規
定
、
同
法
第
百

八
十
条
の
二
第
三
項
の
改
正
規
定
、
同
法
第
百
八
十
六
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
法
第
百
八
十
七
条
の

改
正
規
定
、
同
法
第
百
九
十
条
第
二
号
こ
の
改
正
規
定
、
同
法
第
百
九
十
八
条
第
二
項
の
改
正
規
定
、
同
法
第
二
百
三

附
所
得
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

則

改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
一
法
六
）
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ロ
・
ハ

セ
～
十
七

す
る
改
正
規
定
、
同
法
第
二
百
三
条
の
四
の
改
正
規
定
、
同
条
を
同
法
第
二
百
三
条
の
五
と
す
る
改
正
規
定
、
同
法
第

二
百
三
条
の
三
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
法
別
表
第
二
の
備
考
の
改
正
規
定
、
同
法
別
表
第
三
の
備
考
の

改
正
規
定
及
び
同
法
別
表
第
四
の
備
考
Ｈ
②
の
改
正
規
定
並
び
に
附
則
第
五
条
及
び
第
九
条
か
ら
第
十
一
条
ま
で
の
規

条
の
三
の
改
正
規
定
、
同
法
第
二
百
三
条
の
六
（
見
出
し
を
含
む
。
）
の
改
正
規
定
、
同
法
第
四
編
第
三
章
の
二
中
同

条
を
第
二
百
三
条
の
七
と
す
る
改
正
規
定
、
同
法
第
二
百
三
条
の
五
の
改
正
規
定
、
同
条
を
同
法
第
二
百
三
条
の
六
と

定

へへ

略略
…ー
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（
参
考
５
‐
１
）

○
「
Ａ
条
を
改
甸

「
Ａ
条
を
改
め

第
二
条
地
方
錘

に
改
正
す
る
。

第
一
条

（
略
）

第
一
条
中
地
方
税
法
施
行
令
附
則
第
三
十
四
条
を
改
め
、
同
条
を
同
令
附
則
第
三
十
五
条
と
す
る
改
正
規
定
及
び
同
令
附

則
第
三
十
三
条
の
二
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
を
削
る
。

（
略
）

る
例

、
同
条
を
Ｂ
条
と
す
る
改
正
規
定
」
と
し
て
、
Ａ
条
中
の
字
句
改
正
と
Ａ
条
の
条
移
動
を
と
も
に
指
し
て
い

へ

略
…

へ

略
一

（
※
参
考
）

地
方
税
法
施
行
令
等
の
一
部
を

（
地
方
税
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）
部
を

地
方
税
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
二
八
政
三
六
○
）

（
地
方
税
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
政
令
の
一
部
改
正
）

へ
地
方
税
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
政
令
（
平
成
二
十
八
年
政
令
第
百
三
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

地
方
税
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
二
百
四
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
正
す
る
等
の
政
令
（
平
二
八
政
一
三
三
）
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附
則
第
三
十
四
条
の
見
出
し
中
「
軽
自
動
車
税
」
の
下
に
「
の
種
別
割
」
を
加
え
、
同
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
項
第

一
号
中
「
第
四
百
四
十
二
条
の
一
一
第
二
項
」
を
「
第
四
百
四
十
四
条
第
一
項
」
に
、
「
に
あ
っ
て
は
」
を
「
に
は
」
に
改
め
、

同
条
第
三
項
第
一
号
中
「
第
四
百
四
十
七
条
第
一
項
」
を
「
第
四
百
六
十
三
条
の
十
九
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
第

一
号
及
び
第
五
項
第
一
号
中
「
自
動
車
持
出
困
難
区
域
」
を
「
自
動
車
等
持
出
困
難
区
域
」
に
、
「
第
四
百
四
十
二
条
の
二

第
二
項
」
を
「
第
四
百
四
十
四
条
第
一
項
」
に
、
「
に
あ
っ
て
は
」
を
「
に
は
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
中
「
第
四
百
四
十

七
条
第
一
項
」
を
「
第
四
百
六
十
三
条
の
十
九
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
七
項
第
一
号
及
び
第
八
項
第
一
号
中
「
自
動
車

持
出
困
難
区
域
」
を
「
自
動
車
等
持
出
困
難
区
域
」
に
、
「
第
四
百
四
十
二
条
の
二
第
二
項
」
を
「
第
四
百
四
十
四
条
第
一

項
」
に
、
「
に
あ
っ
て
は
」
を
「
に
は
」
に
改
め
、
同
条
第
九
項
中
「
附
則
第
三
十
二
条
第
一
項
」
を
「
附
則
第
三
十
四
条

第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
十
項
中
「
第
四
百
四
十
二
条
の
二
第
二
項
」
を
「
第
四
百
四
十
四
条
第
一
項
」
に
、
「
に
あ
つ

て
は
」
を
「
に
は
」
に
改
め
、
同
条
を
附
則
第
三
十
五
条
と
す
る
。
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（
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
三
十
一
年
政
令
第
百
五
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

（
参
考
５
‐
２
）

正
規
定
中
「
中
「
に
読
み
替
え
る
も
の
」
を
削
り
、
同
条
」
を
削
り
、
同
令
第
四
章
の
二
を
同
令
第
五
章
と
し
、

に
一
章
を
加
え
る
改
正
規
定
の
う
ち
第
三
十
条
の
十
四
に
係
る
部
分
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

（
略
）

へ

略
一

へ

略第
一
条
の
う
ち
、
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
令
第
三
十
条
の
三
十
一
を
改
め
、
同
条
を
同
令
第
三
十
条
の
二
十
一

住
民
基
本
台
帳
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
令
元
政
二
六
）

と
す
る
改

同
章
の
次
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第
一
条
些

（
略
）

住
民
基
本
台
帳
法
施
行
令
等
の
一
部
一

（
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

条
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
令
（
昭
和
雨

（
昭
和
四

部
を

（
※
参
考
）

第
三
十
条
の
三
十
一
中
「
に
読
み
替
え
る
も
の
」
を
削
り
、
同
条
を
第
三
十
条
の
二
十
一
と
す
る
。

へ

略
…

十
二
年
政
令
第
二
百
九
十
二
号
）

改
正
す
る
政
令
（
平
三
一
政
一
五
二
）の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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（
施
行
期
日
）

１
こ
の
政
令
は
、
平
成
三
十

第
三
条
ま
で
の
改
正
規
定
、

（
参
考
一
の
１
）

項
及
び
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
四
十
八
条
の
四
（
見
出
し
を
含
む
。
）
の
改
正
規
定
、
同
令
第
四
十
八
条
の
四
の

二
の
改
正
規
定
（
「
第
三
条
の
二
」
を
「
第
四
条
」
に
改
め
る
部
分
を
除
く
。
）
、
同
令
第
四
十
八
条
の
五
、
第
四
十
八
条
の

六
及
び
第
四
十
八
条
の
九
か
ら
第
五
十
条
ま
で
の
改
正
規
定
、
同
令
第
五
十
条
の
二
の
十
一
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規

定
、
同
令
第
五
十
二
条
、
第
五
十
二
条
の
二
第
四
項
及
び
第
五
十
三
条
第
二
項
の
改
正
規
定
、
同
令
第
五
十
三
条
の
十
三
を

同
令
第
五
十
三
条
の
十
五
と
し
、
同
令
第
五
十
三
条
の
十
二
の
二
を
同
令
第
五
十
三
条
の
十
四
と
し
、
同
令
第
五
十
三
条
の

十
二
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
令
第
七
十
二
条
第
一
項
第
一
号
、
第
七
十
二
条
の
二
、
第
七
十
二
条
の
三
、
第

七
十
二
条
の
六
、
第
七
十
三
条
及
び
第
七
十
八
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
の
改
正
規
定
並
び
に
同
令
附
則
第
二
条

及
び
第
三
条
の
改
正
規
定
並
び
に
附
則
第
三
項
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

へ

略
…

附 土
地
改
良
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
に
関
す
る
政
令
（
平
三
○
政
二
九
四
）

則

同
令
第
三
条
の
二
の
改
正
規
定
（
「
法
第
九
十
五
条
第
三
項
及
び
法
」
を
「
第
九
十
五
条
第
三

一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
中
土
地
改
良
法
施
行
令
第
一
条
の
九
か
ら
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第
一
条
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一

規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

規
定
は
、
当
該
々

公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二

（
参
考
一
の
２
）

一
～
四
（
略
）

五
第
百
二
十
条
の
次
に
七
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
第
百
二
十
四
条
の
改
正
規
定
（
「
市
役
所
又
は
町
村
役
場
の
所
在
地

を
管
轄
す
る
法
務
局
又
は
地
方
法
務
局
の
長
」
を
「
管
轄
法
務
局
長
等
」
に
改
め
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
百
二
十
八
条

か
ら
第
百
三
十
条
ま
で
の
改
正
規
定
、
第
百
三
十
七
条
を
改
め
、
同
条
を
第
百
三
十
九
条
と
す
る
改
正
規
定
（
第
百
三
十

へ

略
（
施
行
期
日
）

条
を
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
百
三
十
三
条
を
改
め
、
同
条
を
第
百
三
十
五
条
と
す
る
改
正
規
定
（
第
百
三
十
三

条
を
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
並
び
に
附
則
第
七
条
か
ら
第
十
条
ま
で
及
び
第
十
四
条
（
前
号
に
掲
げ
る
部
分
を
除
く
。
）

の
規
定
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日

七
条
を
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
百
三
十
四
条
を
改
め
、
同
条
を
第
百
三
十
六
条
と
す
る
改
正
規
定
（
第
百
三
十
四

附 戸
籍
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
元
法
一
七
）

則

十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
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○
議
事
要
旨

〔
令
和
年
度
法
令
整
備
会
議
第
二
回
議
題
第
三
号
関
係
議
事
要
旨
〕

検
証
し
た
（
１
）
か
ら
（
３
）
ま
で
の
規
定
ぶ
り
に
つ
い
て
は
、
出
席
者
の
多
く
の
共
通
認
識
と
し
て
は
、
読
み
手
に

誤
解
さ
れ
な
い
規
定
ぶ
り
、
す
な
わ
ち
、
わ
か
り
や
す
さ
の
観
点
か
ら
規
定
す
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
い
う
も
の
で
あ
っ

具
体
的
に
は
、
（
１
）
に
つ
い
て
は
、
「
Ａ
条
の
改
正
規
定
」
に
は
、
条
移
動
は
含
ま
な
い
と
い
う
意
見
が
あ
る
一
方

で
、
条
移
動
も
含
む
と
考
え
（
例
の
二
）
の
「
（
「
○
○
」
を
「
△
△
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
」
又
は
（
例
の

三
）
の
「
（
同
条
を
Ｂ
条
と
す
る
部
分
を
除
く
。
）
」
と
す
れ
ば
良
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
意
見
に
分
か
れ
た
。
（
例

の
二
）
を
規
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
具
体
的
な
改
正
内
容
が
ど
の
施
行
期
日
に
該
当
す
る
か
読
み
手
に
と
っ
て
明
ら
か
で

あ
る
と
い
う
利
点
が
あ
る
と
い
う
意
見
も
あ
っ
た
。
一
方
で
、
（
例
の
二
）
の
規
定
だ
と
、
他
に
Ａ
条
中
の
字
句
の
改
正

が
あ
る
の
か
な
い
の
か
判
然
と
し
な
い
こ
と
か
ら
、
（
例
の
三
）
を
採
用
し
て
字
句
改
正
の
全
て
が
対
象
と
な
っ
て
い
る

こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
方
が
わ
か
り
や
す
い
の
で
は
な
い
か
と
の
意
見
も
あ
っ
た
。

（
２
）
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
用
例
も
踏
ま
え
、
（
例
の
三
）
の
「
Ａ
条
を
Ｂ
条
と
す
る
改
正
規
定
」
と
規
定
す

た
。

あ
る
条
中
の
字
句
を
改
め
、
当
該
条
を
条
移
動
す
る
改
正
規
定
を
施
行
期
日
等
で
引
用
す
る
場
合
の
特
定
に
つ
い
て

（
Ａ
条
中
「
○
○
」
を
「
△
△
」
に
改
め
、
同
条
を
第
Ｂ
条
と
す
る
。
）

（
担
当
駒
井
参
事
官
）



る
こ
と
が
、
一
番
端
的
な
表
現
で
あ
り
、
適
当
で
は
な
い
か
と
い
う
意
見
が
多
か
っ
た
。
一
方
で
、
（
１
）
に
お
い
て

（
例
の
二
）
の
「
Ａ
条
の
改
正
規
定
（
「
○
○
」
を
「
△
△
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
」
と
規
定
す
る
の
で
あ
れ
ば
、

（
２
）
の
場
合
に
は
（
例
の
二
）
の
「
Ａ
条
の
改
正
規
定
（
同
条
を
Ｂ
条
と
す
る
部
分
に
限
る
。
）
」
と
規
定
す
る
こ
と

が
整
合
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
の
意
見
も
あ
っ
た
。

（
３
）
に
つ
い
て
は
、
（
例
の
二
）
や
（
例
の
三
）
で
は
改
め
文
が
長
く
な
っ
て
し
ま
い
、
ま
た
改
正
規
定
を
一
つ
の

塊
と
し
て
捉
え
る
と
い
う
考
え
方
に
お
い
て
は
、
（
例
の
一
）
と
規
定
す
る
こ
と
が
適
当
で
は
な
い
か
と
の
考
え
も
示
さ

れ
た
が
、
条
移
動
だ
け
を
指
す
改
正
規
定
（
Ａ
条
を
Ｂ
条
と
す
る
改
正
規
定
）
が
あ
る
場
合
に
は
、
誤
解
が
さ
れ
な
い
よ

う
に
（
例
の
二
）
又
は
（
例
の
三
）
の
規
定
ぶ
り
と
す
る
の
が
適
当
で
は
な
い
か
と
の
意
見
が
多
か
っ
た
。


